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右折時の死傷事故を減らす

暗い時間帯が長くなる時期

歩行者・自転車に注意
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右折時の死傷事故が発生しています

右折時の死傷事故は左折時の◯倍！

右折時の死傷事故は減っていません

右折時は確認しなければならない所が多い

夜間は同方向の歩行者・自転車に注意

右折時の死傷事故を減らす
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31312720発生件数
バス

0011死亡事故件数

463471510529発生件数
ハイタク

0111死亡事故件数

417426484440発生件数
トラック

21111916死亡事故件数

右折時の死傷（対歩行者・自転車）事故が発生しています

事業用自動車の右折時の死傷事故発生件数推移（暦年）

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）

右折時の死傷事故を減らす



右折時の死傷事故は左折時の◯倍！

右折時の死傷事故を減らす

トラックハイタクバス

左折時との
比較右折左折左折時との

比較右折左折左折時との
比較右折左折

左折時の

3.6倍417115
左折時の

2.8倍463168
左折時の

1.4倍3122

事業用自動車の右折・左折時の死傷事故件数（令和元年）

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）



右折時の死傷事故は減っていません
各モードの代表的な事故類型※との比較

車内事故

※各モードの事故類型で一番発生件数が多かった類型（令和元年）

400件 328件 （18.0％減少）

右折時死傷事故 20件 31件 （55.0％増加）

バス

H28年 R1年

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）

右折時の死傷事故を減らす



右折時の死傷事故は減っていません
各モードの代表的な事故類型※との比較

出会い頭事故

※各モードの事故類型で一番発生件数が多かった類型（令和元年）

2790件 2239件（19.7％減少）

右折時死傷事故 529件 463件（12.4％減少）

ハイタク

H28年 R1年

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）

右折時の死傷事故を減らす



右折時の死傷事故は減っていません
各モードの代表的な事故類型※との比較

追突事故

※各モードの事故類型で一番発生件数が多かった類型（令和元年）

8825件 6875件（22.1％減少）

右折時死傷事故 440件 417件（ 5.2％減少）

トラック

H28年 R1年

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）

右折時の死傷事故を減らす



右折時の死傷事故を減らす

右折時は確認しなければならない所が多い

他の事故類型と比較し、
右折事故のほとんどが青信号で交差点に進入している
（信号を守っているのに事故が起こる）

相手は信号無視なのか？ ←信号無視ではない

合計その他右折左折直進発進

97,5802,85838,92416,39332,2567,779
信号交差点死傷事故件数
（第1当４輪車）

18,966751,03224016,5151,134
うち「信号無視」事故件数

第1当四輪車行動類型別事故件数と「信号無視」事故件数（平成23年）

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）



右折時は確認しなければならない所が多い

右折時の死傷事故を減らす

0 2 4 6 8 10 12

急いでいた

先行車に続いて発進

漫然と右折開始

隣の車両が気になった

右折先が気になった

対向車に注意が向いた

右折事故における四輪運転者の人的事故要因

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）

注意力散漫

安全確認省略

（件）

「対向四輪車の動きが気になって」「右折した先の状況が気になって」
「漫然と右折して」「先行車に続いて」

・・・交差点横断歩道上の歩行者・自転車に気づかなかった（事故）



右折時の死傷事故を減らす

右折時は確認しなければならない所が多い
「注意力散漫」「安全確認省略」

どう防ぐ？

右折開始前の安全確認

右折先での十分な減速と安全確認

交差点進入～右折開始～交差点通過～
一連の動作が「流れて」いませんか？



一連の動作が「流れて」「確認したふり」になってい
ませんか？

① 交差点進入
② 右折開始
③ 交差点通過

～わかっていても おさらい～
右折時は「徐行」しなければならない（道路交通法第34条第2項）

幅員の大きな道路での右折時、交差点進行速度が高くなって
いませんか？（信号・対向車・自転車・歩行者、確認できます
か？）
「前車が進入できたから」確認を省略していませんか？
確認ができない、危険と感じたときに止まれますか？（動作が
流れ、止められなくなってませんか？）

右折時の死傷事故を減らす

右折時は確認しなければならない所が多い



夜間は同方向の歩行者・自転車に注意
右折時の死傷事故を減らす

47%
64%

53%
36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

昼 夜

四輪対歩行者
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四輪対自転車
対向

同方向

昼間と比較し、夜間の「同方向」の歩行者・自転車の事故が増加する
周辺が暗いため、ヘッドライトが届きにくく認識しづらくなる

出典：公益財団法人交通事故総合分析センター（ＩＴＡＲＤＡ）

昼夜別 自転車・歩行者進行方向比率（平成19～23年）

特にこれからの時期「しっかり確認、ゆっくり進行」で



右折時の死傷事故を減らす

右折時の死傷事故は左折時よりも多い

右折時の死傷事故は減っていない

安全確認は「流れ」で行わない

夜間は同方向の歩行者・自転車に注意

落ち着いてしっかり確認！



法令等の改正・お知らせ

右折時の死傷事故を減らす



整備管理者選任後研修の通知が廃止されました

今後選任後研修を受講する際は
事業者の管理の下以下①または②の時期に
計画的に受講させる必要があります
① 当該事業者において整備管理者として新たに選任した整備管理者の受講時期

・ 選任届出をした年度又はその翌年度
② 研修を受けた整備管理者の次の受講時期

・ 最後に研修を受けた年度の翌々年度（２年度ごと）

旅客自動車運送事業運輸規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則

法令等の改正、お知らせ

の一部改正 全業態

研修の受講は、各県の運輸支局へ申込期間中に受講申込
の上、受講していただく必要があります。
（研修実施日、申込期間等詳細については各運輸支局へお問い合わせください）



自動車交通部旅客第一課からのお知らせ

一般貸切旅客自動車運送事業者が報告する毎事業年度に係る事業報
告書の記載事項に、手数料等を
○貸切バス事業者様へ

実質的な下限割れ運賃防止等の取引環境の適正化のため、手数料等に係る記載を追加。
①運送の申込者に対して交付する運送引受書の記載事項に、当該運送に係る
手数料等の額を追加（令和元年８月～）

② 毎事業年度に報告する事業報告書の記載項目に、手数料等を追加（令和２年４月～）

○乗合バス事業者様へ
中部運輸局管内で、最近次の事例の発生が散見されています。同様事例が発生しない
よう、社内管理体制の確認や運転者指導の徹底をお願いします。
①路線バスにおいて、乗客がいないため終点手前で運行中断し帰庫してしまった事例
→別紙チラシ（次のスライドをご参照ください）
②運転者が終点等で車内点検を確実に実施せず、車内に乗客を閉じ込めた事例
→猛暑・寒冷時の長時間の車内閉じ込めは、乗客へ重大な影響を及ぼす事態も考え
られます。運転者による車内点検の確実な実施、乗務後点呼時の運行管理者によ
る運転者への確認の徹底

旅客（バス）

法令等の改正、お知らせ



平成18年3月23日付け
事務連絡

「一般バス等の効率的な運行に
係る道路運送法上の取扱いに

ついて」

法令等の改正、お知らせ（コミュニティバスの適正運行について） 旅客（バス）



法令等の改正、お知らせ

自動車交通部貨物課からのお知らせ

輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、台風等によ
る異常気象時下における輸送の目安を定めました。（令和2年2月28日）

昨今の異常気象が多発している状況を踏まえ、雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、
輸送の安全を確保するための措置を講じる目安について、通達として定めました。
参考：全日本トラック協会ホームページ（通達やリーフレットが掲載されています）
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/anzenkakuho202003.html

トラック

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）
トラック運送業においては、トラックドライバー不足により物流が滞ることのないよう、ドライバーの労働条件の改善等を
図るため、第197回国会（臨時国会）において、議員立法により貨物自動車運送事業法の改正が行われました。

自動車交通部貨物課からのお知らせ

１．規制の適正化
① 欠格期間の延長等
② 許可の際の基準の明確化
③ 約款の認可基準の明確化

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

① 輸送の安全に係る義務の明確化
② 事業の的確な遂行のための遵守義務の新設

改
正
の
概
要

３．荷主対策の深度化
① 荷主の配慮義務の新設
② 荷主勧告制度（既存）の強化
③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

【平成３５年までの時限措置】

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【平成３５年までの時限措置】
国土交通大臣が、標準的な運賃を定め告示出来る

施行日 ： １．及び２． 令和元年１１月１日 ３． 令和元年７月１日 ４．令和元年１２月１４日 【標準的な運賃の告示日は令和２年４月２４日】

トラック



法令等の改正、お知らせ

自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

「飲酒運転」、「車検切れ運行」が発生しています。
今一度、自社の運行管理、車両管理体制の確認をお願いします。

自動車交通部自動車監査官からのお知らせ

昨年の金山駅タクシー事故を踏まえ、高齢運転者による交通事故防止
に係る通達が発出されていることから、改めて適性診断や健康診断の
受診、法令順守等の指導の徹底をお願いします。

全業態

全業態



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について（要請）

感染を予防するため、マスクの着用、咳エチケット、手洗い等の感染対策について、
徹底をお願いします。
また、従業員に新型コロナウイルスの感染等が確認された場合には、速やかに
中部運輸局又は最寄りの運輸支局に対して御報告願います。

連絡先（電話番号）

・愛知運輸支局：０５２－３５１－５３８２
・静岡運輸支局：０５４－２６１－７６２２
・岐阜運輸支局：０５８－２７９－３７１５
・三重運輸支局：０５９－２３４－８４１２
・福井運輸支局：０７７６－３４－１６０３
・中部運輸局自動車技術安全部保安・環境課

：０５２－９５２－８０４４
・国土交通省自動車局安全政策課

：０３－５２５３－８１１１（代
表）

https://www.cas.go.jp/jp/influenza/novel_coronavirus.html

（参考）
内閣官房新型インフルエンザ等対策室ホームページ「新型コロ
ナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について」

厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するＱ＆Ａ
（一般の方向け）」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/d
engue_fever_qa_00001.html

中部運輸局ホームページ「新型コロナウイルスの予防・まん延
防止について」
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/corona/corona_index.html

全業態

法令等の改正、お知らせ



法令等の改正、お知らせ

自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策下における
アルコール検知器の取扱いについて（本省事務連絡）

全業態

１．アルコール検知器の除菌について

アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使
用者ごとに取り替える等により、使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考え
られます。

このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複
数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。除菌に際しては、機器によって適切な除
菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。（※1）

２．アルコール検知器の誤検知の防止について
手指や検知器をアルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知
する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ（※2）を参考にすること、除菌
後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。

（※1）問合先については、アルコール検知器協議会ホームページ内に掲載予定です。
（※2）アルコール検知器協議会ホームページ内「新型コロナウイルス対策に対応したアルコール検知器の使用に
あたっての留意事項」 （次のスライドも合わせてご参照ください）
https://j-bac.org/topics/2020/95195/



法令等の改正、お知らせ（コロナ禍におけるアルコール検知器の使用）
全業態



お使いの無線機は大丈夫ですか？
〈総務省東海総合通信局からのお知らせ〉

法令等の改正、お知らせ（総務省東海総合通信局からのお知らせ）

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/

お問い合わせ先：
総務省東海総合通信局
電波監理部監視課
052-971-9472

全業態



今までに公開している資料一覧

右折時の死傷事故を減らす



平成30年 4～ 6月期
7～ 9月期
10～12月期

平成31年 1～ 3月期
4～ 令和元年6月期

令和元年 ７～ 9月期
10～12月期

令和 2年 １～ 3月期
４～ 6月期
７～ 9月期

今回の資料 10～12月期

今までに公開している資料一覧

点呼
適性診断
健康管理
ハード面の安全対策
点呼
指導監督
ドラレコ活用
車両の点検整備
運転者に対する指導監督（予測・回避）
手続き・確認をお忘れ無く
右折時の死傷事故を減らす

公開時期 テーマ

過去の資料は中部運輸局HPに公開しております。
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/mission1st.html


